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敷
地
面
積

約
七
七
七
、
一
七
九
平

方
メ
ー
ト
ル

増
減
な
し

建
築
面
積

約
二
二
、
二
九
六
平
方

メ
ー
ト
ル

約
一
二
、
二
九
八
平
方

メ
ー
ト
ル

延
べ
面
積

約
二
九
、
一
六
四
平
方

メ
ー
ト
ル

約
二
三
、
一
九
三
平
方

メ
ー
ト
ル

構
造
及
び

階
数

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

ほ
か

地
上
三
階
ほ
か

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

一
部
鉄
骨
造
ほ
か

地
上
二
階
地
下
一
階
ほ

か

高
さ

三
〇
・
七
二
メ
ー
ト
ル

ほ
か

一
六
・
五
七
メ
ー
ト
ル

ほ
か

適
用
条
文

建
築
基
準
法
第
四
十
八
条
第
三
項
た
だ
し
書

◉
東
京
都
告
示
第
十
八
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
一
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

茂　

木　

竜　

一

指
定
に
係
る
道

路
の
種
類

指
定
年
月
日

指
定
に
係
る
道

路
の
位
置

指
定
に
係
る
道

路
の
延
長
及
び

幅
員
（
単
位
メ

ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
五
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

令
和
六
年
十

二
月
十
九
日

小
金
井
市
中
町

三
丁
目
二
千
百

三
十
八
番
二
十

六
及
び
同
番
二

十
九

延
長

　

三
〇
・
六
七

幅
員

　
　

四
・
〇
〇

目

次

一

公
聴
会
を
行
う
日
時

令
和
七
年
一
月
二
十
三
日
（
木
曜
日
）

午
後
二
時
か
ら

二

公
聴
会
を
行
う
場
所

東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十
一
階
十
一
Ｂ

会
議
室

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

三

書
面
の
提
出
先

東
京
都
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
調

整
課
審
査
担
当
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁

舎
三
階
）

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話
〇
三
（
五
三
八
八
）
三
三
三
四

四

公
聴
会
を
行
う
理
由

次
の
建
築
許
可
を
す
る
た
め

建
築
主
住

所
氏
名

江
戸
川
区
臨
海
町
六
丁
目
二
番
二
号

株
式
会
社
東
京
シ
ア
ト
リ
エ

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都

江
戸
川
区
中
央
一
丁
目
四
番
一
号

江
戸
川
区

新
宿
区
歌
舞
伎
町
二
丁
目
四
十
四
番
一
号

公
益
財
団
法
人
東
京
都
公
園
協
会

建
築
敷
地

江
戸
川
区
臨
海
町
六
丁
目
二
番
地
一
ほ
か

地
域
地
区

等

第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
、
準
防
火
地
域
及

び
第
一
種
高
度
地
区

既
存
建
築
物
の
概
要

申
請
の
概
要

工
事
種
別

及
び
用
途

水
族
館
、
宿
泊
施
設
、

休
憩
所
、
庁
舎
、
そ
の

他
（
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ

ー
）
、
公
衆
便
所
、
飲

食
店
、
物
品
販
売
業
を

営
む
店
舗
、
倉
庫
、
事

務
所
、
派
出
所
、
そ
の

他
（
園
内
バ
ス
停
上

屋
）
、
そ
の
他
（
日
除

け
）
、
そ
の
他
（
駐
車

場
詰
所
）
及
び
危
険
物

の
貯
蔵
又
は
処
理
に
供

す
る
も
の

増
築

水
族
館
、
自
動
車
車
庫

及
び
そ
の
他
（
ア
プ
ロ

ー
チ
庇
上
屋
）

告
　
　
　
示

○
建
築
基
準
法
に
よ
る
意
見
の
聴
取
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
調
整
課
）…	

一

○
建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
位
置
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…

　

…（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
二
課
）…	
一

告
　
　
　
示
（
公
）

○
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

二

告
　
　
　
示

◉
東
京
都
告
示
第
十
七
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
八
条

第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
許
可
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
十
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
公
開
に
よ
る
意
見
の
聴
取

（
以
下
「
公
聴
会
」
と
い
う
。
）
を
行
い
ま
す
。

な
お
、
公
聴
会
で
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
公
聴
会

の
期
日
の
三
日
前
ま
で
に
、
知
事
に
対
し
、
意
見
の
要
旨
並
び
に
住

所
、
氏
名
及
び
当
該
公
聴
会
の
事
由
と
な
る
処
分
に
つ
い
て
の
利
害

関
係
を
記
し
た
書
面
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
七
年
一
月
十
五
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

▷

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）
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⑶
　
受
付
場
所

都
内
各
警
察
署
交
通
課

⑷
　
申
込
書
類

駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
受
講
申
込
書
　
１
通
（
駐
車
監
視

員
資
格
者
講
習
受
講
申
込
書
は
、
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国
民

の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
23年

法
律
第
178号

）
に
定
め

る
休
日
を
除
く
日
の
午
前
８
時
30分

か
ら
午
後
４
時
30分

ま
で

の
間
に
お
い
て
、
都
内
各
警
察
署
交
通
課
に
お
い
て
配
布
す

る
。
）

⑸
　
受
講
手
数
料

20,000円
（
申
込
時
に
、
警
察
署
会
計
係
又
は
会
計
厚
生
係

に
お
い
て
納
入
す
る
こ
と
。
）

５
　
問
合
せ
先

警
視
庁
放
置
駐
車
対
策
セ
ン
タ
ー
企
画
運
用
係

電
話
　
03（

3581）
4321　

内
線
　
7870-5123

告
　
　
　
示
（
公
）

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

円

一
箇
月

円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所
電
話

〇
三（
五
二
七
六
）〇
八
一
一（
代
）
郵便番号
１０１―００５１

三

鈴

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
千
代
田
区
神
田
神
保
町
二
丁
目
三
十
二
番
地
一

三
〇

六
、
六
〇
〇

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
８
号

確
認
事
務
の
委
託
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
16年

国
家
公

安
委
員
会
規
則
第
23号

）
第
８
条
の
規
定
に
よ
り
、
駐
車
監
視
員
資

格
者
講
習
（
以
下
「
講
習
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
の
で
、
同
規

則
第
６
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
７
年
１
月
15日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
京
都
公
安
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
廣
　
瀨
　
道
　
明

記

１
　
講
習
の
実
施
日
時

講
義
	　
令
和
７
年
６
月
26日

（
木
曜
日
）
及
び
同
月
27日

（
金

曜
日
）
の
２
日
間

　
　
　
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
10分
ま
で

考
査
　
令
和
７
年
７
月
４
日
（
金
曜
日
）

　
　
　
午
前
10時
30分
か
ら
午
前
11時
30分
ま
で

２
　
講
習
の
実
施
場
所

有
明
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
ビ
ル
　
Ｂ
棟
５
階
会
議
室

江
東
区
有
明
三
丁
目
７
番
26号

３
　
講
習
予
定
人
員

70名
（
予
定
人
員
に
な
り
次
第
締
め
切
る
。
）

４
　
申
込
手
続

⑴
　
受
付
期
間

令
和
７
年
４
月
21日

（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
25日

（
金
曜

日
）
ま
で

⑵
　
受
付
時
間

午
前
８
時
30分
か
ら
午
後
４
時
30分
ま
で


